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教員の公募について（依頼） 

 

謹啓 

 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 このたび、本研究院では下記の要領で教員を公募することになりました。つきましては、貴職より

関係者に御周知下さいますよう宜しくお願い申し上げます。 

謹白 

記 

 

 １．職  名       特任准教授 １名 

 ２．所属研究室      （雇入れ直後）大学院文学研究院人文学部門・哲学宗教学分野・哲学倫理学研究室  

           （変更の範囲）大学の定める場所 

 ３．専門分野等      哲学 

 ４．主な職務内容    （雇入れ直後） 

（１）語学教育（ドイツ語またはフランス語）を主たる任務とし、週当たり

2 コマ（4 時間）の授業を担当。それに加えて、哲学・倫理学に関する専門科

目を週当たり 4 コマ（8 時間）担当する。担当科目は下記の通り。 
• 全学教育科目としてのドイツ語またはフランス語 2 コマ 

• 文学部・大学院文学院の哲学・倫理学専門科目 4 コマ 

 （２）哲学分野を中心とした学術研究業務 
（変更の範囲）大学の定める職務 

 ５．応募資格等   （１）ドイツ語ないしフランス語がネイティヴ・レベルであること。 
           （２）博士の学位を有すること。 

     （３）卓越した研究業績 

     （４）英語による授業ができることが望ましい。    

 ６．採 用 日    令和８年９月１日以降のできるだけ早い時期 

 ７．任  期    令和１３年３月３１日まで、更新なし          

 ８．試用期間    あり（１ヶ月） 

 ９．給  与    （１）年俸制（本学規定に基づき支給） 
年俸 8,400,000 円（月額基本給 700,000 円） 
（２）通勤手当、超過勤務手当、休日給等（本学規定に基づき支給） 

１０．勤務形態    同意に基づく専門業務型裁量労働制（※）または固定労働時間制を適用 

（※１日に７時間４５分労働したものとみなす） 

１１．健康保険等   文部科学省共済組合、厚生年金、労災保険、雇用保険加入 

１２．募集者の名称  国立大学法人北海道大学 



１３．受動喫煙防止措置の状況 特定屋外喫煙場所を除き、敷地内禁煙 

１４．応募書類        （１）履歴書（高等学校卒業以降） 

                            ※なお、平成２５年４月１日以降、北海道大学に在職経験（非常勤講

師、TA、TF、RA、短期支援員等すべての職種を含む。）のある者は、

当該職歴を漏れなく記載すること。 

           （２）研究業績一覧（Ａ４判、主要研究業績３点明示） 

           （３）研究業績の概要（Ａ４判 1-2 頁） 

           （４）今後の研究計画及び教育等に対する抱負（Ａ４判 1-2 頁） 

           （５）照会先 2 名（氏名・所属・メールアドレス） 

           （６）主要研究業績３点 

 

１５．応募締切日   令和８年６月１日（月）必着 
 

１６．選考方法    書類審査を主とするが、面接等をおこなう場合がある。 

           その場合の交通費等は応募者の負担とする。 
遠距離の場合、面接はオンラインで行うことが可能である。 

 

１７．提出先     下記の E-mail アドレスに電子ファイルで提出。（１）〜（５）を一つにまと

めた PDF ファイルと、（６）の３つの PDF ファイルの、合計４つのファイ

ルを ZIP 形式で圧縮し添付ファイルとし、送信すること。 
 送信先 E-mail: jobs[AT]let.hokudai.ac.jp 

*[AT]を＠に変えてください。 

                      3 営業日以内に当方から返信メールが届かなかった場合、再度連絡するこ

と。 

 

１８．問い合わせ先  〒060-0810 札幌市北区北１０条西７丁目 
北海道大学大学院文学研究院哲学倫理学研究室 
佐野 勝彦 
E-mail：v-sano[AT]let.hokudai.ac.jp 

*[AT]を＠に変えてください。 

 

１９．その他     （１）要望に応じて、人間知・脳・ AI 研究教育センター  (CHAIN: 
https://www.chain.hokudai.ac.jp/en/) および／または応用倫理・応用哲

学研究教育センター (CAEP: https://caep-hu.sakura.ne.jp/en/) と連携し

つつ研究を進めることが可能である。 

           （２）文学院・文学部で実施する国際性を育む教育プログラムに参加する

ことを求められる可能性がある。 

           （３）北海道大学では、男女共同参画社会基本法の精神に則り、教員の選

考を行っている。 

            

 

 

 

以上 


